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障害 は 厂個性」か?

：特殊教育 とその倫理的問題

河 野 哲 也

宇宙 は巨大な坩堝で あり， あらゆるものがそ こで溶

解 し融合す ると観ず る漠然 たる汎神論者 は， 福音書

に書かれ たあの驚天動地 の言 葉か ら本 能的にた じろ

いで身 を引 くにちが いない 一 っ ま り， 神の子が地

上 に来給 うたのは， 単 に平和 を もた らさんが ためば

か りで な く， 人 と人 を引 き裂かんが たm5だ というあ

の言葉 だ。

      G.K.チ ェスタ トン 『正 当とは何か』

      (安西徹雄訳，春秋社)

序 障害は 「個性」か?

 去年(1999年)， 長期間にわたってベス トセラーを続けた書物に，乙武

洋匡の 『五体不満足』がある。著者は先天的肢体切断という障害を持った

大学生であり，このエッセイでは，障害と向き合い，積極的に人生を切り

開いてゆ く生活史がいきいきと綴 られている。エッセイという性格上，書

かれていることは基本的にはパーソナルなことだが， ときに障害一般に関

する考えも表明されている。たとえば，末尾近 くに次のような文章がある。

「障害は個性である」という言葉をよく耳にする。ボクには，なんだ

か， くす ぐったい。健常者には，ただの強がりに聞 こえる場合 もある

ようだ。子どもの頃は 「特長」と捉えていたボクの障害だが，今では，
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単 な る身 体 的特 徴 に す ぎ な い と考 え る よ うに な った(257頁)。(1)

 乙武の言 うとおりに，「障害は個性である」はよく耳 にする言葉である。

事実，この表現はすでに70年 代か ら使 い始 められており，総理府編 の

『平成7年 度障害者白書』 では， 望ましい障害者観 として次のように紹介

されている。(2)

(障害者 と健常者の)「 共生」 の考えをさらに一歩進めたのが，障害

者自身や障害者に理解の深い人達の間で広まってきている 「障害は個

性」 という障害者観である。我々の中には，気の強い人 もいれば弱い

人 もいる，記憶力のいい人 もいれば忘れっぽい人 もいる，歌の上手な

人 もいれば下手な人 もいる。 これはそれぞれの人の個性，持ち味で

あって，それで世の中を2つ に分けたりはしない。同じように障害 も

各人が持 っている個性の1っ と捉えると，障害のある人 とない人 と

いった一つの尺度で世の中を二分する必要はな くなる。(12頁)

 障害を個性として捉えようとする意図は次のようなものと考えられる。

すなわち，従来，障害は人間の負の部分と考え られてきた。障害はある種

の欠陥であ り，そんな ものはな くなった方がよいとされてきた。 しか し，

「障害はない方がいい(障 害の根絶)」 と考えることは，「障害者などいな

い方がよい(障 害者の根絶)」 という倫理的に危険な考えにっながり， 障

(1)こ の 「特長」 と 「特徴」の違 いは，同書第1部 の以下の部分を うけて書かれ

 て いる。 それ によれば，乙武 は子 どもの頃，国語の時間 に 「特徴」 と 「特長」

 の意味の違 いを学ん だという。前者 と異 なり，後者 は 「長所 とな る性質」を意

 味す る。 乙武 は， 「その 日以来， ボクは自己紹介な どで 「特徴 ・手足がな いこ

 と」 と書 いていたのを， 「特長」 と書 くよ うにな ったのを覚 えてい る」(81頁)

 と書 いて いる。

(2)総 理府編(1995a)(1995b)， および石渡(1997)34頁 も参考 にせ よ。
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害者(3)の人権や生活，社会的地位を圧迫 してゆく。障害を被 っている人に

とって，障害はその人のあり方の一部をなしている。あらゆる人がそれぞ

れの個性を生きているように，障害者 も障害 というその人独自の個性を生

きている。障害をひとっの個性として肯定 ・尊重することは倫理的にも正

しい。これが障害一個性論の趣旨であろう。

 こうした主張をする人々の善意は理解できる。障害者/健 常者 という二

分法を廃 し，彼 らとともに生きる社会を構築 しようとする態度 自体は望ま

しい。だが 「障害は個性である」という見方そのものは妥当と言えるだろ

うか。

 本論では，特殊教育(障 害をもった人の特別のニーズに応える教育)の

視点に立ち，その問題点と関連させなが ら障害=個 性論の妥当性を検討 し

てゆく。障害=個 性論は，ある意味で，現在日本の特殊教育 ・福祉の問題

点や不備を突いた主張である。また，それは，後に述べるノーマライゼー

ションやシステム ・アプローチを支持 している点で評価できる。だが結論

か ら言えば，障害=個 性論そのものは妥当ではないばかりか，障害に関す

る誤解を生み出 しかねないものである。

 しか し私は，ただ単に，この考えが事実に反 していると指摘 したいので

はない。障害=個 性論が問題なのは，それが現在の日本社会の中途半端な

教育 ・福祉方針，さらに言えば中途半端な倫理的 ・社会的方針を反映 して

いるからである。「中途半端」 というのは， それが個人主義を志向しなが

らも，それを明確に原則として打ち出すことに躊躇 しているからである。

本論で私が最終的に主張 したいことは，特殊教育(お よび障害者福祉)に

おいて採用すべき原則は，個性主義などでなく，端的な個人主義だという

ことである。以下に，まず問題となっている 「個性」という概念の分析か

ら始める。

(3)本 論文で は， 「障害者(児)」 とい う言 葉を， 「障害を持 って いる人(児 童 ・

 少年)」 「障害 を被 っている人(児 童 ・少年)」 の短縮形 の意味で用い る。 また

 本論で は，「障害者」 を 「障害児」 も含 む包括 的概念 として用い ることにす る。
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1. 「個性」概念の分析

 「個 性 」 と い う言 葉 は， 一 見 す る と， 西 洋 か ら直 輸 入 した価 値 を ま と っ

て い るか の よ う に思 え る。 だ が 実 際 に は き わ めて ドメ ス テ ィ ック な言 葉 で

あ る。 た とえ ば， こ の言 葉 を英 語 の一 単 語 に翻 訳 す る こ とは難 しい。 「個

人性 ・個 体 性 」 を意 味 す る “individuality” に も， 「特 殊 性 ・個 別 性 」 を

意 味 す る “particularity” に も対 応 しな い。 お そ ら く “personality” が 一

番近 い で あ ろ うが ， 日本 語 の 「個 性 」 に は， それ 以 上 の独 特 の 含 意 が あ る

よ うに思 わ れ る。(4)

 で は， そ の含 意 と は な ん で あ ろ う。 あ る辞 書 に よ れ ば 「個 性 」 と は，

「個 々 人 を そ れ ぞ れ 特 徴 づ け て い る性 格 」(新 明解 国 語 辞 典 ， 三 省 堂)と

な って い る。 これ な らば， “personality：distinctive character or qual-

ities of a person(Oxford)” と ほ ぼ 同義 で あ る。 この定 義 に従 え ば， あ

る者 を ほか の 者 か ら区 別 す る顕 著 な性 質 は， す べ て個 性 と呼 び うる はず で

あ る。 た とえ ば ， 「暗記 が 弱 い 」 「気 が 長 い」 「暴 力 的 」 「引 っ込 み思 案 」 な

ど は個 性 と呼 べ るで あ ろ う。

 しか し 「個 性 」 は， 実 際 に は， こ の定 義 よ り狭 い意 味 で使 わ れ る こ とが

多 い。 先 の辞 書 に記 載 さ れ て い る用 法 を見 る と， 「豊 か な 個 性 」 「個 性 を生

か す 」 とい った表 現 が 見 つ か る。 教 育 の分 野 で 言 え ば， 「個 性 を育 て る教

育 」 とか 「個 性 を伸 ばす 教 育 」 とい った ス ロー ガ ンが よ く使 わ れ る。 だ が ，

暗 記 力 の 弱 さ を助 長 す る教 育 や， 気 の長 い子 ど もを さ らに悠 長 な大 人 へ と

(4)鹿 毛雅治(1998b)は ， 「個性」 とい う概念 その ものには取 り立てて強調す

 べ き内容がな いにも関 らず， 「ひとたび教育 の文脈で用 い られ ると， いつ の間

 にか ロマ ンティ ックな響 きをもって しまい，人 々を納得 させて しまうパ ワーが

 付与 され る(83頁)」 と指摘 している。 鹿毛 によれば，個性概念 には四っ の想

 定が含 まれて いる(84-9頁)。 す なわち 「内在の想定(個 性 は個人 の一貫 した

 属性 であ る)」，「外顕の想定(個 性 は外 に現 れる)」，「価値 の想定(個 性的 とは

 凡庸の反対で ある)」，「成長 の想定(個 性 は育つ)」 である。 これは的確 な分析

 であ る。
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成長させてゆく教育など聞いたことがない(も ちろん，私は暗記力の弱さ

や悠長さが悪いと言 っているわけではない。そうした教育は事実おこわれ

ないと言 っているだけある)。 また， 粗暴で人にす ぐ暴力をふるう子 ども

や内気で引っ込み思案な子どもを 「個性豊か」とは呼ばないように思われ

る。

 ここから分かるように，実質的に 「個性」とは，個人の特徴のうちで社

会的に好ましい性質，価値を認あられた性質を指 している。(5)となると，

すべての面で平均的な人，いわば凡庸な人は 「個性のない人」 ということ

になり， 現にわれわれはそういう言葉使いをしているのである。 「好まし

い，望ましい特徴」のことを，日本語では 「特長」と言 う。よって 「個性

を伸ばす」 教育とは， 「その人の特長をさらに伸ば しましょう」 というこ

とにほかな らないだろう。冒頭で見たように，乙武は 「障害 は個性であ

る」 との見方を 「くす ぐったい」と感 じていた。この障害=個 性観に対す

る控えめな拒否に続いて，彼は障害を 「特長」と捉える見方を放棄 してい

る。乙武 もまた 「個性=特 長」であることに気づいていたのである。

 この 「個性」の独特の意味合いは，教育における 「個性重視」政策のな

かに，一層はっきり表れている。周知のように，臨時教育審議会 は，1985

(昭和60)年6月 の第一次答申のなかで 「個性重視」 の教育原則を打ち出

した。そこでは 「今次教育改革において最 も重要なことは， これまでの我

が国の教育の根深い病弊である画一性，硬直性，非国際性を打破 して，個

人の尊厳，自由 ・自立，自己責任の原則，すなわち個性重視の原則を確立

することである」(6)と宣言されている。

 答申の内容については後に論 じることにして， ここで注意すべきは次の

点である。 それは，上の文章に引き続いて， 「個人の尊厳 個性の尊重」

(5)先 の注 で述べ た通 り，鹿毛 も 「個性」 に価値的側面 がある ことを指摘 してい

 る。鹿毛(1998a)(1998b)を 参考。

(6)第 一次答 申第4節(1)「 個性重視 の原則」か ら引用。 中島(1988)も 参 考。
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は，個人と集団，社会，国家，歴史 との正 しい均衡関係，相互関係のなか

に位置づけられねばならなず，「個性とは，個人の個性のみならず，家庭，

学校，地域，企業，国家，文化，時代の個性 も意味 している。それぞれの

個性は相互に無関係に孤立 しているのではない」(7)と述べられていること

である。文頭の表現では，「個性重視」とは，「個人の尊厳」や 「自由 ・自

立」 といった，個々人の権利 ・権能の尊重であるかのように見えた。それ

がたちどころに，ほかの人 との比較や集団のなかでの特徴づけへとすり替

えられて しまう。さらに，「豊かな個性を伸ばす」「個性を生かす」 といっ

た表現 も見当たる。答申は，いかなる個人の特徴 も助長せよ， と言 ってい

るのではあるまい。 ここでの 「個性」 も，個(人)と 社会的価値を結びっ

けた複合概念になっている。 しか し，子どもに個人 としての尊厳を認め，

その子の自由や自主性を重ん じて教育することと，社会的に価値の認めら

れる特徴を伸ばす こととは，まったく別のことであろう。小浜逸郎 は，前

者を 「個であること」，後者を 「個性的であること」 と呼び，両者 は矛盾

す ると指摘 しているが， これは的確である。(8)

 私は別段，子どものさまざまな特長を伸ばそうとする教育方針に異議を

唱えているわけではない。むしろその逆である。ただ指摘 したいのは次の

点にある。すなわち，「個性」という言葉においては，「個であること」 と

「特長」 の概念が知 らぬ うちに結びっけられていること， 単なる個人性を

指すかに見えて，ひそかに社会的価値評価を忍び込 ませていることである。

あたかも， 「個」 であるためには，人より卓越 している必要があるかのよ

うである(凡 庸な人は 「個性がない」 と言われることを思い出されたい)。

 「個性」 が以上の含意を持っな ら， 「障害は個性である」 はどのような

意味になるだろうか。まずそこには平均からの逸脱 という意味を見て取れ

る。 そして， その逸脱を 「善きもの」「好ま しいもの」 として肯定 しよう

(7)同 上

(8)小 浜(1995)5-6頁 参 考 ， さ らに小 浜(1999)1章4節 も参 考。
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とする態度を看取できよう。っまり，「障害は個性である」 とは，「障害を

持った人は，平均か らすれば変わっているか もしれないが，障害を肯定的

に捉えてゆこう」 ということになるだろう。 実際， 『平成7年 度障害者白

書』 をまとあた小池将文は， 「障害を， ないほうがいいものと否定的にと

らえるだけでなく，前向きに受け入れる発想 も必要ではないで しょうか」

と述べ，「障害をプラスの特徴」 と位置づけている。(9)

 もしも障害を個性と見なすことで，偏見や差別的待遇に変化をもたらす

ことができ，同時に障害者が積極的な気持ちで人生を歩めるとするなら，

この表現を批判する理由はない。 しか し問題は，こうした表現がせいぜい

障害者に対する眺め方を(し か も不正確に)変 化させるだけであり，障害

者がこうむっている不利益を改善するにはおそらく何の役にも立たない点

にある。

2. 「障害」概念の分析

 こ れ まで す で に 「障 害 」 と い う言 葉 を使 って き た が， じっ を言 え ば， こ

の言 葉 の あ い ま い さ が障 害 ；個 性 論 を主 張 さ せ る元 に な って い る。 日本 で

は 厂障 害 」 と い うひ と っ の言 葉 を多 義 的 に用 い て い る が， そ こに は三 つ の

異 な った意 味 が 含 ま れ て い る。 私 は そ れ を 明確 に使 い分 け る こ とを提 案 し

た い。(lo)

 まず ， イ ンペ ア メ ン ト(impairment)と して の障 害 を あ げ た い。 これ

は， 疾 病 ・ケ ガ ・遺 伝 性 疾 患 な ど に起 因 す る身 体 的 ・精 神 的 な機 能 ・形 態

の異 常 の こ と で あ り， 医 学 的 ・生 物 学 的 に定 義 さ れ る。 この意 味 で の障 害

(9)小 池将文(4996)参 照。

(1① この分類は， 「WHO国 際障害分類」(1981年 に発表)に お ける(1》機能 ・形

 態際害(2)能 力 障害(3)社 会 的不利 に相当 す る。 このWHOの 分類 に対 し，上

 田(1983)は ， “illness”とい う概念 を加 えて， 障害 の分類 を詳細 に検討 した。

 この上田の考えに対 す る反論 も存在す るが，本論で はそ こまで は立 ち入 らず，

 WHOの 分類 に従 うことにす る。 窪島(1988)， 堀(1994)参 考。
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は実 在 して お り， 健 常 な 状 態 と は質 的 に区 別 され る。 こ こで の 「実 在 して

い る」 と は， 主 観 性 か ら独 立 に存 在 して い る こ とを意 味 す る(こ れ は哲 学

で は伝 統 的 な 定 義 で あ る)。 イ ンペ ア メ ン トは， わ れ わ れ が そ れ を どの よ

う に認 識 しよ う と も， いか に意 味 づ け よ う と も， そ れ と は独 立 に存 在 し，

心 身 に客 観 的 な 影響 を 及 ぼ す 。

 第 二 に， デ ィス ア ビ リテ ィ(disability)と して の障 害 で あ る。 これ は，

イ ンペ ア メ ン トか ら生 じ る能 力 の 欠 損 な い し低 下 と して の 障 害 で あ る。

デ ィ ス ア ビ リテ ィ は，(広 義 の)仕 事 遂 行 能 力 の観 点 か ら図 られ る。 窪 島

は こ こで 問題 と な っ て い る能 力 を， 「与 え られ た地 域 的 ・文 化 的条 件 下 で

通 常 行 う こ と の 出 来 る と考 え られ る行 為 を 実 用 性 を も って 行 う能 力 」ω)

と定 義 して い る。 この 能 力 に は， 社 会 的 能 力(た とえ ば 会 話 能 力 や 読 解 能

力 ， な ん らか の 職 務 上 の 能 力 な ど)と して の 側面 と， そ れ よ り基 本 的 な 心

身 上 の 能 力 と して の 側 面 が 含 まれ て いよ う。

 第 三 に， ハ ンデ ィキ ャ ップ(handicap)と して の 障 害 で あ る。 これ は，

イ ンペ ア メ ン トや デ ィス ア ビ リテ ィを 有 す る こ とで ， そ の 人 が こ うむ る生

活 上 の不 利 益 ・不 便 を 意 味 す る。 「ハ ンデ ィ キ ャ ップ」 は， い ろ い ろ な場

合 に使 え る言 葉 だ が(た とえ ば 「人 種 偏 見 か ら来 るハ ンデ ィキ ャ ップ」 な

ど)， 本 論 で は イ ンペ ア メ ン トや デ ィ ス ア ビ リテ ィに起 因 す る場 合 の み を

扱 う こ と にす る。

 以 上 ， 三 っ の 障 害 は実 際 上 は密 接 に関 係 しあ って い る。 た とえ ば ， レ ッ

ト症 候 群(Rett syndrome)は ， お そ ら く遺 伝 性 の疾 患 と して， 運 動 機

能 や 知 的 機 能 に問 題 が 生 じ る イ ンペ ア メ ン トで あ る。 同 時 に， 学 習 や コ

ミュニ ケ ー シ ョ ンな どの 能 力 が 低 下 す るデ ィ ス ア ビ リテ ィで あ り， そ れ に

よ って ハ ンデ ィキ ャ ップが 生 じる。 イ ンペ ア メ ン トはデ ィ ス ア ビ リテ ィを

引 き起 こ し， そ れ は しば しば ハ ンデ ィキ ャ ップを 伴 う。

 そ れ に もか か わ らず ， この 三 っ の 概 念 は区 別 され るべ きで あ る。 イ ンペ

(11)窪 島(1988)77頁 。
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ア メ ン トや デ ィス ア ビ リテ ィは， か な らず し もハ ンデ ィキ ャ ッ プ とな らな

い。 た とえ ば， 難 聴 は た しか に 医学 的 に定 義 され る身 体 上 の故 障 で あ り，

そ の ま ま に お い て は会 話 能 力 に あ る種 の 問題 を生 じ る。 しか し適 切 な補 聴

器 をっ け る ことで ， この イ ンペ ア メ ン トは実 生 活 上 で は ハ ンデ ィキ ャ ップ

とな らな い こ とが あ る。 ま た運 動 障 害 を有 して い て も， そ れ が 四肢 の そ れ

ほ ど重 要 な部 位 で は な く， 普 段 の生 活 に支 障 を きた さな い こ と はあ る。 た

とえ ば， ケ ガ に よ って あ る指 が 動 かせ な くな った場 合 ， そ れ は イ ンペ ア メ

ン トで あ り， それ に よ って デ ィス ア ビ リテ ィが生 じ る。 しか し， そ の人 が

そ の指 を使 わず と も うま く生 活 を して お り， 格 別 の 問題 を感 じて い な い な

ら， そ こに は顕 在 的 に はハ ンデ ィキ ャ ップ はな い と言 え よ う。 逆 に， 特 別

に医 療 上 の対 象 と な らな くて も， デ ィス ア ビ リテ ィが存 在 す る場 合 もあ る。

た とえ ば あ る種 の知 的 障 害(精 神 遅 滞)や 学 習 障 害(12)な ど が そ うで あ ろ

う。 あ る い は医 学 の進 歩 に よ って， な ん らか の機 械 を身 体 に埋 め込 む こ と

で 機 能 異 常 を補 うこ とが で きれ ば， イ ンペ ア メ ン トを有 して い て もデ ィ ス

ァ ビ リテ ィは存 在 しな い と言 え るか も しれ な い。 い ず れ に せ よ， この三 っ

の概 念 は独 立 で あ る。

3. 現在の特殊教育の問題点

 さて以上の概念的な道具立てによって，現在 日本の特殊教育の問題点を

明らかにしてゆく。同時に， この問題点に絡めながら障害；個性論を評価

す る。

 私には，障害児(者)の 教育(お よび福祉)を 考え実行 してゆく上で，

避けなければならないふたっの態度が存在するように思われる。そのふた

っ とは医療還元主義 と社会還元主義である。障害；個性論 は，医療還元主

義の陥穽を指摘する点においては評価できても，社会還元主義 に傾きかね

⑬ 学習障害 とは，知的遅れ や情緒障害，感覚器官異常，運動能 力は見 られない

 が，読 み ・書 き ・計算 などの学習能 力に障害 が見 られ る場合を言 う。
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な い 点 に お い て 問 題 が あ る。

 3-1医 療還元主義の問題

 ここで言う 「医療還元主義」とは次のような態度を指す。すなわち，障

害のあらゆる局面をイ ンペアメントに還元 し，障害児(者)に 必要なのは，

ただ治療および医学的 リハ ビリテーションであるとする態度を指す。

 医師のなかにはこうした態度を示す もの もいるが，そればかりでない。

特殊教育に携わる教育者のあいだにも，障害とイ ンペアメントを同一視 し，

教育と治療を同種の行為と見なす傾向がかなりある。すなわち，特殊教育

とは治療の延長的行為であり，その目的は障害児の能力を健常児のレベル

(健常，正常)に 到達させることにあると考えられている。

 インペアメントは治療の対象であり，医学的措置によって克服できるな

らば，それに越 したことはない。たとえば，「病弱」(慢性的な病気状態)

も障害のひとつの分類(13)だが，そこでは病気を治癒することは，同時に

ディスアビリティとハ ンディキャップの克服を意味する。こうした場合，

医学的措置によって障害の克服を目指すことは当然のことである。

 われわれは障害を特定の人に降りかかる困難と考えがちであるが，われ

われの多 くは障害者 としてその生涯を終えることになるだろう。健康のう

ちに突然の死を迎える者以外，高齢になれば心身は老化 し，なんらかの重

大な疾病や疾患を被 る可能性が高 くなる。そ して，それは直ちにその人を

障害者に してしまいかねないのである。高齢層は現在でも障害者の最大の

供給源と言えるし，今後，高齢の障害者が増加することはあらためて指摘

するまでもない。そして， この場合，医学的措置を伴わない障害への対処

は有効ではない。

(13)本 論 におけ る障害 の分類 は，一 応以下 の特殊教育 上の分 類 に従 うことにす

 る。すなわ ち，視覚障害，聴覚障害，肢体不 自由，知的障害，情緒障害，言語

 障害，病弱，虚弱，学習障害で ある。



           障害は 「個性」か?： 特殊教育とその倫理的問題 11

 私が障害=個 性論を批判するひとつの理由は， この説が疾病や老化に起

因する障害をまったく考慮に入れていない点にある。個性はある程度一定

で変化 しない性質(た とえば 「粘 り強い性格」「計算に長けている」など)

と考えられるが，障害者のなかには疾病から障害をこうむっている人たち

もいる。たとえば，小児てんかんや内部疾患を起因とした障害などがそう

である。さらに進行性の疾病や老化の場合，障害の度合いが徐々に拡大 ・

深刻化 してゆく。 このような場合の障害は， とても 「個性」などと呼べる

悠長なものではない。障害者は若 くて健康であるとは限らない。

 しかしながら， ここで言 う 「医療還元主義」 とは，障害に対 して医療的

措置によって臨む態度を指 しているのではない。障害者に対する教育や援

助をすべて医学上 ・治療上の問題として捉える態度のことである。 この態

度の問題は次の点にある。

 第一に，障害の原因を取 り除 くという意味での医学上の治療が，少なく

とも現時点で不可能ないしきわあて困難な場合がある。たとえば脳性マヒ

のような中枢性の運動障害，あるいは自閉症，情緒障害，多動症，中枢性

言語障害など人間の心的側面に関わる障害(や はり生理学的には中枢神経

系に関わっているだろう)な どはとくにそうである。

 また第二の問題 として，治療は 「健常」「正常」 への回復を目指すもの

とされている点である。 ここか ら，健常者 と同じレベルに到達 させようと

する教育や リハビリテーションがおこわれることがある。 これは，本人に

とってそれが必要かどうか，適切であるかどうかを考えない無益な教育や

リハ ビリに陥る危険性がしばしばある。たとえば，重度の運動障害児に鉛

筆で字を書かせようとする教育者がいる。 しかし，それよって十分な速 さ

で字を書けるに至 らない場合，その訓練はほとんど無意味であり，当人は

挫折感を覚える。文字を書 くのならば，スティック操作や大型キーボー ド

をっかったワー ドプロセッサーを使用すれば十分であるし， コミュニケー

ション能力を発達させたいのであれば， トーキング ・エイ ド(ボ タン操作

で文章を発声する器具)な どの操作 しやすい手段がいくつも存在する。手
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や指の繊細な運動が不可能でも，以上のような機器を操作できれば，鉛筆

による筆記を教える必要はかならず しもない。

 こうした健常者を無批判に基準 とした教育や リハビリは，本人にとって

も肉体的 ・心理的苦痛となりうる。医療還元主義の問題は，何のたあの能

力開発かが十分間われずに教育や リハ ビリがなされている点にある。

 また， 日本では 「障害者」の認定基準が厳 しく，欧米先進国に比べると

「障害者」の数が相対的に少ない。 これは 「障害者」 の定義が医学的にな

されているせいである。近年の報告によれば，盲 ・聾学校，養護学校 と特

殊学級へ就学 している割合は，14万 人弱で学齢児童 ・生徒の約1%で あ

る。(14)しか しなが ら，昭和42年 の文部省の全国調査では，義務教育年限

に属する児童 ・生徒のうち，3.5%強 の子どもたちが， なんらかの特殊教

育的な配慮が必要であると報告されている。当時と障害を持 った子どもの

発生率がさほど大きく異ならないとすれば，特殊教育的な措置が必要な児

童 ・生徒のうち，実際に特殊教育を受けているのは3割 程度に過ぎず，残

りの大多数は，問題 を持 ったまま普通学校 に通 っていることになる。(15)

したがって，普通学校ではほとんど特殊教育をおこっていない現状(す な

わち，統合教育が行われていない状況)で は，それ ら多 くの子供たちは，

なんらの特殊教育的な措置を得 られないまま教室に置かれている状態に

なっている。ここにも，あまりに医学的判断を重視 しすぎた弊害を見いだ

すことができよう。

 障害=個 性論は，こうした医療還元主義への批判として出てきた。先の

小池将文は，「「障害は個性である」との主張には，障害者と健常者という

二分法の下で 「障害は克服すべきもの」 「苦 しくとも障害者はリハ ビリに

励むべき」 との一面的な障害者観を見直す意義がある」(16)と述べている。

(1の 『マイク ロソフ ト エ ンカル タ百科事典2000』 「障害者教育」 の項参照 。

(15)落 合俊郎 「ヨーロ ッパ における特殊教育 の現状 の展望」 国立特殊教育総合研

 究所(所 内資料)4頁 参考。

(16)小 池将文(1996)参 照。
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障害=個 性論者の主張は，こうした医療還元主義の問題点を指摘するかぎ

りにおいては正当なものである。

 3-2社 会還元主義の問題

 さて， もうひとっの問題ある態度とは 「社会還元主義」である。 この問

題点を探る前に，障害者に対するシステム ・アプローチについて説明して

おかなくてはならない。

 従来型の特殊教育，とくに医療還元主義的な教育においては，障害児に

対 して健常者の社会に適用するよう求あていたと言えよう。 これに対 して

システム ・アプローチでは，社会の側が障害者に接近することを目的とし

ている。落合俊郎によれば，従来型の教育とシステム ・アプローチは以下

のように比較することができる。(17)

             従来型教育の目標

Authorship

社会環境 ・支援作 り

            システムアプローチの目標

 従来型教育では，障害者個人の能力を十分発達 ・向上 させたのちに，社

会参加させようとしていた。 これに対 してシステム ・アプローチは，障害

者 もただちに社会参加可能となるように，社会や環境の方を整備 しようと

(171こ の表 は，国立特殊 教育 総合研究所の落合俊郎氏が， 日独科学協力事業共同

 研 究 「重度心 身障官児 の意 思表 出支援 システ ムの開発 に関す る国際共同研究」

 で発表 され た研究 レポー ト中 の表 を，落合氏 の許可 を得て利用 した ものであ

 る。
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するものである。その代表的な方法は，統合教育(障 害児を普通学校で健

常児とともに学ばせること)と バ リア ・フリーな環境作 り(障 害を持っ人

が社会生活をしてゆくうえで障壁 となるものを除去すること)で ある。

 このアプローチは，従来の医療還元主義的な教育観に大 きな反省の機会

を投げかけた。ディスアビリティと言 う場合，そこで問われている能力は，

しばしば社会的能力を指 している。たとえば，読み書 き，計算など学校で

教えることの多 くは，社会生活を送 る上で必要 とされる能力である。普通

学校ではこれら社会的能力を身にっけるよう児童 ・生徒を教育 しているが，

従来の教育観では，障害児にも健常児 と同じことを達成するよう求あてき

た。それが社会参加の条件 と考えられていたからである。

 しか し，一般社会に参加するために，ほかの人に要求 されている以上の

努力を特定の人に求めるのは公平ではない。逆に，社会環境の方が障害者

に合わせることによってハ ンディキャップを克服できる場合がある。たと

えば，現在より多 くの人が手話を理解 したり， トーキング ・エイ ドがより

利用 しやすくなれば，聾唖者の不利益は減少するであろう。あるいは，階

段ではなく斜面にしたり，運搬機をつけれたりすれば，車椅子に乗 った人

の不便は軽減 されるであろう。「国連 ・障害者の10年(1983-92)」 や 「障

害者プラン」 では， 「ノーマライゼーション(normalization)」 が障害者

福祉の理念 として掲 げられている。(18)これは，障害者が一般社会のなか

で，ほかの人 と同程度の利益を享受できるように，社会環境の方を 「通常

化」す るという意味である。 これにより，障害者 と健常者がともに暮 らせ

る社会の構築を目指 している。社会の側からの障害者への接近 は望 ましく，

(1& 1993年 に大改正 された 「障害者基本法」 に基 づ き，1995年12月 に は政府 の

 障害者対策推進本部 が 『障害者 プ ラン ：ノーマ ライゼー ション7力 年計 画』 を

 定 あ，2002年 まで に整 備す べ き施設 な どの数 値 目標 を決 あ る と ともに， 保

 険 ・福祉 ・教育 ・雇用 などの総合的計画 を立 てた。 また平成8年 の 『障害者 白

 書一障害者 プ ランの着実 な推進』(総 理府)で は， 「ノーマ ライゼー ション」施

 策 の推進 が宣言 されている。 しか し，教育界 においては基本 的には分離型 の教

 育 が維持 されてい る。
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この措置において日本は先進諸国に比べて大 きく立ち遅れている。今後，

日本で もシステム ・アプローチの大 きな発展が期待 されることは言 うまで

もない。障害・=個性論は，(誤 ってはいるが)障 害を個性と見なすことで，

健常者/障 害者の区別をなくし， ノーマライゼーションを達成 しようと意

図 している。 この意図に関 しては評価できる。

 にもかかわ らず， システム ・アプローチが万能 と見なされたとき，やは

りそこには大 きな問題が生 じるのである。

 私が批判する 「社会還元主義」 とは，障害のあ らゆる局面をハ ンディ

キャップに還元 し，障害者(児)に 必要なのは，ただ社会環境 ・支援作 り

のみだとする態度を指す。その極端な考え方では，障害は全面的に社会的

不備の結果とされる。 つまり， 障害は社会的に構成 されたもの(socially

constructed)で あり，人種差別や性差別の場合のように， 障害者は標準

的な社会か ら排除されているにすぎないとされる。そ して障害は各個人の

「個性」 の差に還元される。 よって，必要なのは障害者を社会のメンバー

として受け入れ られるような，社会環境(バ リア ・フリーな環境)の 整備

のみだということになる。

 たしかに 「障害」という分類が，教育や福祉 といった行政上の制度を反

映 していることは間違いない。上で述べたように， アビリティの観点から

障害児と健常児を明確に区別することはできない。たとえば，国立特殊教

育総合研究所の調査では，小学校高学年では，9%か ら10%の 子 どもたち

が教育課程か ら2学 年以上遅れているとの結果がでている。(19)2学年以上

遅れているということは，授業についていけない状態であり，義務教育に

留年がある国々ではこれが基準 となっている。そして留年を繰 り返す生徒

は特殊教育の対象となる。すなわち，ほかの国では特殊教育の対象 となる

児童 ・生徒が，日本では健常児 として扱われているのである。 このように，

障害児と健常児の区別はしばしば行政上の区分に対応 している。 この点を

(19)前 述 の落合 の所 内資料7-8頁 によ る。
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指摘するかぎりでは，社会還元主義の主張はもっともである。

 しか し，「すべての障害 は社会的に構成されたものである」 との主張は，

明 らかな誤 りである。それはせいぜいハ ンディキャップに関 してのみ当て

はまる。 もし障害が社会の産物であるなら，無人の孤島ではあらゆる障害

が消滅することになるだろう。無人島では人種差別は消滅する。差別する

人間がいないからである。 同様に，「盲人」 と呼ぶ人間がいなくなれば，

視覚機能が回復するのだろうか。また人間の能力のなかには，社会で必要

とされる以前に，生物 として重要なものが含まれている。 この能力に関す

るディスアビリティは，いかに社会環境や人的支援が接近 しハンディを埋

あようとも，それ自体は消滅 しない。さらに社会的能力に関しても，明確

な線が引けないとしても，無視できないような大 きな量的な差は存在する。

社会環境の整備によってハンディキャップを軽減 したり，場合によっては

なくすことも可能であろう。だからと言 って，イ ンペアメントやディスア

ビリティが幻にすぎないわけではない。このふたっの意味での障害は，主

観的な認識や社会の側の接近とは独立に実在 しているのである。

 一部の社会構成派(constructionists)は ， あるゆる分類は社会的に構

成された ものであり，人為的 ・恣意的だと主張する。近年，科学哲学者イ

ァン ・ハッキ ングは，実在論 の立場か ら，これに鋭 い批判を加えた。(20)

彼によれば，分類す る観念がその対象 と相互作用す る場合は，その分類は

社会的に構成されたものだと言 ってよい (たとえばジェンダー)。 しか し

そうでない場合には，その対象は実在 していると考えるべきである(た と

えば， クォーク)。 彼によれば， いかなる分類 も人為的 ・恣意的だと考え

る社会構成派は， 「古 くさい唯名論」に加担 しているのである。(zt)たしか

に 「障害者」 というくくり方 は，上で述べたように行政上の分類を反映 し

ており，社会的構成 としての側面を持つと言 ってよい。 しか し，身体的 ・

⑳ Hacking(1999)参 考 。

⑳ Hacking(1997)19頁 。
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精神的故障としてのインペアメントやそれに起因するディスアビリティに

関しては異なる。それにいかなる名前をつけようとも，どのように分類 し

意味づけしようとも，インペアメントやディスアビリティそのものは何の

変化(相 互作用)も しない。 この意味での障害は客観的に実在 しているの

である。

 さらに社会還元主義者は，障害についてあまりに狭い想定 しか していな

い場合が見うけられる。いかなる種類の障害者に対 しても社会の側をアプ

ローチさせるのは，おそらく不可能である。個人の自立性を完全に補える

システム開発は現実的ではない。たとえば，車椅子で移動できる人には，

階段や段差になんらかの措置を取 ることなどで，ある程度バ リア ・フリー

な環境を整えたことになるかもしれない。一方，車椅子に乗ることすら難

しい最重度の運動障害者や重複障害者が存在する。彼らにとって，一切自

立できるバ リア ・フリーな環境 とは，すべて全 自動で機械化された都市以

外ありえないだろう。重大な疾病に陥っている人の場合はなおさらである。

あるいは，重度の知的障害や自閉症など人間の心的側面に問題を抱える人

たちの場合はどうだろう。彼 らにとってあらゆる面でバ リア ・フリーな社

会環境を整備するとは， どういう状態を想定すればよいのか私には分から

ない◎

 システム ・アプローチは必要であり，現在の日本のそれが満足ゆ くもの

でないことは確かである。 しかし，そこに最終的に限界があることも事実

であり，ある種の障害においては，その人の生活の質を向上させようと思

えば，本人 自身の能力発展を望まざるをえない場合がある。

 障害=個 性論の問題点はここにある。上で触れたように，障害には生活

をおくる上で基本的な能力に関わるものも多 く，それはとても 「個性」な

どと呼ぶことはできない。さらに，老化や疾病によって障害が進展 して し

まう場合や，逆に治療やリハビリテーション，特殊教育によってなんらか

改善の見こみがある場合には，障害を個性 と呼ぶことは誤 りであるばかり

でなく問題がある。個性であるなら治療や リハビリなど必要ないからであ
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る。(22)実際， 改善の余地がないと見なされていた障害者でも， 別の教育

方法や リハ ビリテーションによって目覚 しい発展を遂げることがある。障

害二個性論はこの可能性をっんで しまいかねない。

 繰 り返すように，健常者を基準にした能力開発が無益な場合が多々ある。

また 「障害は克服すべきもの」 という考えは， しばしば障害者に過酷な要

求をっきっける。 これは見過 ごすことのできない問題である。 しかし，能

力が向上すれば活動の範囲は広がる。 このこと自体が障害者当人にとって

喜びとなりうるし，行動の地平が広がることでさまざまな社会参加 も可能

になってくる。 こうした治療や教育， リハビリテーションの効果を軽視 し

てはなるまい。結論すれば，障害を個性 と呼ぶことは誤 りである。障害；

個性論 は，インペアメントやディスアビリティの実在性を無視 しており，

また狭い障害観に捕われている。それは，障害のさまざまな種類や程度の

違いを無視 しているばかりか，能力が漸進的に改善することで開けて くる

可能性まで切り捨てて しまいかねない粗っぽい議論である。

⑳ 長谷川洋 は 「「ろう文化宣言」， 「ろう文化を語 る」 を読んでの疑問」 という

 論文のなかで以下の ように書 いて いる。 「また 「ろう文化宣言」 で は， 「ろう

 者」=「 障害者」 という病理的視点か ら 「言語的少数者」 とい う社会的文化的

 視点への変化で あると書かれて お り， 「ろ う文化 を語 る」 で木村 さん は 「ろう

 者 は際害者で はな く， 民族で ある」 と述べ られて お られ る。 「ろう者」 は障害

 者で はないとす ると福祉 の対象か ら外 して くれ とい うことで しょうか?… …障

 害者で あることを認 めないとい うことは， 日常生活用具 の購入 なでは， 自分 の

 負担でや るべ きであるとの考 えで しょうか?(103頁)」

  まさに障害が個性 や民族性 の証 であるな ら，福祉 や特殊教育 はい っさい不要

 となるだろ う。 とくに 「ろ う者 は民族 であ る」 との主張 は とうてい受 け入れが

 たい。 なぜ な ら， そ こでは，人 間の人格 はひ とっの言語 ・文化を基本 として形

 成 され，各人 はある特定 の言語 ・文化 グループに所属 してい るとい う事 実に反

 した想定 がなされてい るか らであ る。 さらに，聾唖であ りかっ運動障害を伴 っ

 ていて，手話 を使 えない重複 障害者 の ことがま るで考慮 されていない。長谷川

 (1996)参 照， 木村 ・市 川(1996)参 照。



障害 は 「個性」 か?： 特殊教育 とその倫理 的問題 19

4. 個性主義の実像

 人間はそれぞれ，己の力では変えがたい諸条件を背負 って生 き，それが

己の人格の一部を構成 している場合さえある。障害=個 性論は，あらゆる

障害がっねにそうした条件の一種であるかのように見なしている。 この見

方の問題点は，以上の考察から明らかになったと思われる。

 しかし本論の趣旨は，障害=個 性論を一刀両断に退けることにあるので

はない。以下では，障害；個性論の真意を汲み取る努力をしっっ，あるべ

き特殊教育および障害者福祉について考えることにする。

 まず，障害=個 性論の意図をもう一度考えてみよう。障害=個 性論は，

健常や健康 という基準を絶対視 しないかぎり，インペアメントに対する医

学的治療や予防を否定 しているわけではあるまい。また，本人にできる範

囲での能力向上を目指す特殊教育や リハビリテーションを批判 しているわ

けでもないだろう。障害；個性論が退けようとしているのは，第一に，医

療還元主義的な教育観 ・福祉観であり，第二に，障害者を一般社会から分

離する教育 ・福祉方針であろう。 このふたつの問題点 はいずれも，政策的

にノーマライゼーションを理念 とし， システム ・アプローチを推進するこ

とで克服 される。障害=個 性論 は，障害を個性と見なすことで健常者と障

害者の連続性を強調 し，ノーマライゼーションを後押ししようとする考え

に立 っている。先の障害者白書の 「(障害者と健常者の)「共生」の考えを

さらに一歩進めたのが，障害者自身や障害者に理解の深い人達の間で広

まってきている 「障害は個性」 という障害者観である」 という文章には，

この意図が表れている。

 しかし，なぜ，ノーマライゼーションを後押 しするために，障害を個性

と見なす必要があったのだろうか。 それは， 「個性」 が社会的に価値付与

された概念だからである。っまり，障害者を一般の社会のなかに組み込ん

でゆくためには，それまで負 とされてきた障害を肯定的に評価する必要が

あると考えられているのではないだろうか。先の小池は，障害を 「前向き
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に受け入れる発想」 も必要であり， 「障害をプラスの特徴」 と位置づけて

いた。 障害というマイナスを，(障 害を単なる個人的特徴のひとっと扱う

ことによって)ゼ ロにするか，あるいは(障 害を特長と見なすことによっ

て)プ ラスに転化することで，障害者を一般社会に迎え入れようというの

である。

 先に論 じたように，障害=個 性論は，「障害は克服すべきもの」「苦 しく

とも障害者はリハ ビリに励むべき」といった障害観に対する批判として現

れた。 ここでは，「障害者 は， 自ら能力向上 し，社会の要求する基準に到

達 しなければ，一般社会に参加できない」という観点が批判されていたは

ずである。 ところが，障害=個 性論は，「障害は個性である」 と言 うこと

で，障害者が 「人並みであること(障 害はただの特徴)」 あるいは 「人並

み以上であること(障 害は特長)」 を強調 している。 このことは，障害=

個性論者が，批判 している人々と共通の前提に立 っていることを示 しては

いないだろうか。 っまり， ある人が一般社会に参加するには， 「ほかの人

と変わらない(人 並み)」 という一種の資格が必要だという前提である。

旧来の障害観 は，その資格を実際に与えようとし，障害=個 性論は，その

資格をすでにもっていると見なそうとするのである。

 私が問いたいのは，そうした考えは，社会環境の方が個人に合わせるべ

きだというノーマライゼーションの理念 と矛盾しないだろうか，というこ

とである。障害が障害のままでは，人は一般社会に参加できないのだろう

か。 ノーマライゼーションを実現するのに，障害に価値を与え，障害者の

正当化をおこなう必要があるのだろうか。 実を言えば， 「個性」 という言

葉には， ノーマライゼーションの理念 と相反する意味が含 まれている。 こ

のことは，教育一般における 「個性重視」の実情を考えてみる分かりやす

い。(23)

 先にわれわれは，臨教審の答申が 「個性重視の原則」を打ち出 している

㈱ 以下 の臨教審答 申についての考察は，横 山(1990)に 多 くを負 って いる。
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のを見た。この答申は，現在の教育の荒廃は，子どもたちが 「人間として

の尊厳 価値，個性，自主性を尊重されていない」と感 じていることか ら

生 じていると分析する。(24)ここから， 「個人の尊厳， 自由 ・自立，自己責

任の原則，すなわち個性重視の原則」を確立する必要があると宣言される。

私はこの現状分析と方針は基本的に正 しいと思 う。だが，答申は，「個性」

という言葉の曖昧さを利用 して，この原則をいっのまにか別の目標へ とす

り替えて しまう。(25)村田栄一(1986)は これを適切に指摘 している。

 [学校教育の荒廃を生んでいる子どもの]疎 外感か らの解放という

点か ら考えると，いささか歯切れが悪い。それは，

 「個性とは，個人の個性のみならず，家庭，学校，地域，企業，国

家，文化，時代の個性 も意味 している」

 というように広義に拡散 して，焦点をあいまいにしてしまったから

である。この八方美人的な 「目配 りのよさ」が，かえって 「手術をす

る病理メカニズム」に切 り込むメスの冴えを失わせているのであろう。

(7頁)

 教 育 の荒 廃 を回 復 す る た め に は， 子 ど もひ と りひ と りに人 間 と して の尊

厳 や 価 値 を認 め， それ ぞ れ の特 徴 に応 じて， 自主 陛 を尊 重 す るよ うな教 育

を お こな う必 要 が あ る。 答 申 の 冒頭 に見 られ る この方 針 は， 「個 人 を 中心

と した(individual-centered)」 教 育 観 と言 って よ い だ ろ う。 そ して， こ

れ は ノ ー マ ライ ゼ ー シ ョ ンの理 念 と共 通 す る。 ノー マ ライ ゼ ー シ ョンで は，

個 人 そ の もの に価 値 を 見 いだ し， 個 々人 の ニ ー ズ に合 わ せ て環 境 ・社 会 整

備 を お こ な うこ とを 目的 と して い るか らで あ る。

⑳ 第2次 答 申第2節 「学校教育 の荒廃」参照。

125)実 際，答 申の 「個性主義 」 は，教 育の 自由化論 と反 自由化論の妥協 の産物で

 あ り， その ことは多 くの論 者によ って当時か ら指摘 されて いる。山崎(1986)

 176-9頁 ， 大森(1987)第4章 を参考の こと。
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 しか し村田が指摘 しているように，「個性」という言葉を使った途端に，

この目的は曖昧になって しまう。 「個性」 という言葉は，一方で 「個であ

ること」を指 しなが ら，他方で 「社会で価値が認められる特徴(； 特長)」

という意味を呼び込む。繰 り返すが，特長を伸ばす教育自体は悪 くない。

問題は，それと 「個人を中心 とした」教育をこっちゃにしている点にある。

これにより，知 らぬまに，判断基準のありかや教育を見 る目線が個人から

社会へ と移 ってしまい， 「個人を中心とした」 教育 という理念がどこかへ

いってしまうのである。

 子ども個々人に焦点を当てた教育 と，社会で評価される突出した能力を

育成 してゆく教育 とは，かりに両立可能であっても，概念的には別である。

答申の 「個性重視」の政策案は両者のアマルガムになっている。 これと同

じ傾向が障害=個 性論にも見 られるのである。一方，障害者教育 ・福祉に

おけるノーマライゼーションはもちろん前者のみを目的としている。よっ

て，障害二個性論者がノーマライゼーションの推進を意図 しているのであ

れば， 彼らの主張は臨教審の答申と同 じ轍を踏んで しまい， 「問題に切 り

込むメスの冴えを失わせている」のではなかろうか。私が 「序」で，障害

=個 性論 は中途半端な教育 ・福祉方針を反映 していると述べたのは， この

意味においてである。

5. あるべき方針としての個人主義

 人 は 「人並み」か 「人並み以上」でなければ社会参加できない。 これが

障害=個 性論に含 まれているひそかな前提である。障害=個 性論 は，障害

者 はひとりの個人 として尊厳をもって扱われるべきこと，一般社会 に参加

する権利を持っことを主張 している。 しか し，これらのことを端的に押 し

出せないでいる考え方である。それでは，障害者は，どのような見方ある

いは原則に基づいて扱われるべ きだろうか。そ こで，望 ましい特殊教育

(および障害者福祉)の あり方を検討 しながら， この点について考察 しよ

う。
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 これまで論 じたよう・に，本論では，特殊教育におけるふたっの極端な立

場，医療還元主義と社会還元主義を退けた。先の落合の図を用いるなら，

障害のすべての局面を上辺か下辺に還元するような態度を拒否 したわけで

ある。社会環境の整備によってあらゆる障害の克服を求めることは不可能

である。当人のアビリティの向上に努めないならば，それは教育を放棄 し

たに等 しい。教育はなん らかのアビリティの向上を目指 したものでなくて

はならないはずである。 しか し他方，各人の障害の特徴を考慮せずに，ひ

たす ら健常者の基準に合わせようとする能力向上教育は有効でないばかり

か，本人に過酷な要求をっきっける。よって，今後の特殊教育のあり方は，

何のための能力開発であるかを十分考慮 したものでなくてはならない。そ

れは，個々人の障害の種類や程度の違いに留意することはもちろん，医学

的措置や システム ・アプローチの兼ね合いによって教育目標を設定 してゆ

くべきである。

 たとえば，重度の脳性マヒを考えてみよう。それは，中枢性のインペア

メントゆえに現在の医学的治療では，マヒを一気に(た とえば手術などに

よって)取 り除 くことは不可能である。そして， リハビリテーションや運

動障害教育によっても，健常者並みの運動能力に達することは困難かもし

れない。 当然， 介助者による援助が必要となる。 しかし， リハ ビリテー

ションや教育によって，徐々にであれ運動能力を発展 させることは可能な

のだから，そうした介助のみをもってよしとするのではなく，教育 目標を

設定 しなおし，異なった能力開発を試みることは無駄ではない。たとえば，

自由自在に身体が動かなくても，できる範囲の身体運動に合わせて援助機

器を使用すれば，介助者や一般の人々とコミュニケーションすることが可

能になるかもしれない。するとより明確な意思表明ができるようになるの

であり， これは受身の介護状態よりも，当人にとってより好 ましい状態と

言えるのではないだろうか。 これは表出援助 と呼ばれている方法だが，さ

まざまな障害に応用のきく効果的な教育法のひとっであろう。

 ここから分かるように，障害者への扱いは，ただ医学的，ただ介護的で
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あってはならない。無理のない範囲での意義ある能力向上を目指 しなが ら，

複数の援助手段をうまく調和させることで，障害者がより充実 した生活を

送れるものにすべきである。つまり，障害の種類や程度，そのほかの事情

を考慮 して，各人に合わせた自立性と環境作り ・支援の調整をおこなうこ

とが望ましい。

 現在， 特殊教育では， 「特別な教育的ニーズ (Special Educational

Needs)」 という考えが主流となっている。(26)それによれば， アビリティ

の観点から健常児と障害児に明確な線引きをすることは難 しく，む しろ特

殊教育 はひとりひとりの子 どもの持つ個別のニーズにあわせた教育の延長

上で捉えるべきである。 こうした教育は， 障害児 ・健常児を問わず， 「子

どもをひとりひとり，個別の要求を持った者として指導 ・教育する」とい

う個人重視の視点をとっている。'

 よって今後の特殊教育では，医師，教育者，介護 ・福祉関係者，関係行

政官，地域社会の人々，そしてもちろん保護者と当人がひとっのチームを

作 り，各人にあった治療 ・教育の目標 とそのプログラムを，具体的に設定

していくことが望ましい。そして，特殊教育 はこれら関連分野のオーガナ

イザーとして存在すべきだろう。また保護者は独特で重要な役割を果たす。

むしろ保護者の方が，専門家である教員や医師を有効に使 うという発想の

転換が必要である。 このやり方は現にアメリカやカナダ，イギ リスで実行

され，大 きな成果をあげている。(27)

 こうした教育や福祉のあり方が望ましいものだとすれば，それは，障害

を個性 と見なすことによって達成されるのではないだろう。そうではな く，

利用できる人的 ・物的 ・経済的 リソースを各個人それぞれの必要に応 じて，

有効にプランニングすることで達成される。そして，ふたたび上記の国々

では，同じ手段が健常者の教育，いわゆる普通教育にも適用されているこ

㈱ Meijer， Cor J. W.， Sip Jan Pijl&Seamus Hegarty(1997)第1章 参 照 。

⑳ Meijer et al.(1997)第5，6章 ， お よ ば 全 日本特 殊 教 育 研 究 連盟 編(1991)

 参 照 。
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とを指摘 しておくべきだろう。 この意味において健常者と障害者の教育は

連続 している。そこで求められているのは，教育や福祉，および社会一般

に対する個人主義的な視点なのである。

 ここで言 う個人主義 とは次のように定義 される。すなわち，社会と個人

との関係において，個人を目的 ・価値 とし，社会を個人のたあの手段 ・道

具 と考える立場である。国際機関，国家，地方公共団体，企業などあらゆ

る組織や社会は，個々人が幸福なり目的なりを追求するための共有のッー

ルに過 ぎず，それ自体には価値が備わっていないとされる。それらが価値

をもっとすれば，それは個々人にとって有用なッールとなっている場合で

ある。 これは私独特の定義ではなく，社会契約論者なら一般に支持するも

のであろう。ノーマライゼーションやシステム ・アプローチは， こうした

考えに則 っていることは容易に理解 されよう。今後の日本の特殊教育や障

害者福祉に求あられているのは， この意味での個人主義だと結論できる。

6.結 論

 われわれは乙武が感 じた 「くす ぐったさ」 から議論を始めた。 「個性」

という言葉に一種の居心地の悪 さを覚えるとすれば，それは個人を尊重す

るように見せかけ， じっは社会的平均の呪縛か ら逃れ られないことに起因

している。障害=個 性論 は，ノーマライゼーションを支持 しなが らも，一

般社会に参加するための条件を無意識のうちに想定 している。そ して，障

害を個性 と見なすことでその条件をクリアさせようというのである。

 私が指摘 したいのは，個人主義的観点に立てば，そのような配慮は不要

だということである。個人主義者にとっては，ある人が一般的な市民社会

に参加するたあの条件など存在 しない。社会は個人の幸福追求のための手

段であり，そのために組織 されたものだからである。社会の権威は個々人

の権利に由来するゆえに，個人の権利の否定 はむ しろ社会の存立理由その

ものを失わさせる。よって個人主義者にとって，障害者が(ほ かの人と同

様に)一 般社会に参加することを望むならば，当然それは彼の権利に属す
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る。そ してそれ以上の説明は不要なのである。いわゆる先進欧米諸国では

日本よりもノーマライゼーションが進んでいる。これは，それ らの国では

基本的に個人主義的な価値観が教育 ・福祉政策を貫いているか らである。

 日本語の 「個性」という言葉は，個人主義を志向 しなが ら，それを端的

な原則として打ち出すことに躊躇を覚えている人々(社 会)に 特有の用語

である。 「障害は個性である」 ゆえに， 障害者と健常者には線が引けず，

線が引けないか ら一般社会に加えるべき，なのではない。障害は個性では

ない。そんなこととは別に，ある人が一般社会においてほかの人と同程度

の利益を享受できることは，端的にその人個人の権利である。(28)障害者

に対する差別や偏見をなくし，ノーマライゼーションを推進するのに必要

なのは，障害を個性 と見なす ことなどではない。個人主義を原則 とした政

策を打ち出し，それを人々の常識とすることである。
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